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議案第１０号 

 

久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例（平成２年久喜宮代衛生組合

条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２３条第２項中「１００分の１２７．５」を「、６月に支給する場合には１００

分の１２７．５、１２月に支給する場合には１００分の１１２．５」に改め、同条第

３項中「１００分の１２７．５」を「６月に支給する場合には１００分の１２７．５、

１２月に支給する場合には１００分の１１２．５」に改め、「１００分の７２．５」

を「６月に支給する場合には１００分の７２．５、１２月に支給する場合には１００

分の６２．５」に改める。 

第２条 久喜宮代衛生組合一般職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  第２３条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２７．５、１２月に支

給する場合には１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に改め、同条第３項

中「６月に支給する場合には１００分の１２７．５、１２月に支給する場合には１０

０分の１１２．５」を「１００分の１２０」に改め、「６月に支給する場合には１０

０分の７２．５、１２月に支給する場合には１００分の６２．５」を「１００分の６

７．５」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月１日か

ら施行する。 

 

  令和３年１１月２４日提出 

 

             久喜宮代衛生組合管理者 梅 田 修 一 

 

提案理由 

 人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定等に準じ、一般職職員の給与の改定等を行

いたいので、この案を提出するものであります。 
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議案第１１号 

 

埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、埼玉県市町

村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて議決を求める。 

 

   埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 埼玉県市町村総合事務組合規約（平成１８年指令市第７４５号）の一部を次のように

変更する。 

 別表第１及び別表第２第４条第１号に掲げる事務の項組合市町村の欄中「埼玉県都市

競艇組合」を「埼玉県都市ボートレース企業団」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  令和３年１１月２４日提出 

 

             久喜宮代衛生組合管理者 梅 田 修 一 

 

提案理由 

 埼玉県都市競艇組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更するこ

とについて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、この案を提出するも

のであります。 
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議案第１２号 

 

久喜宮代衛生組合公平委員会委員の選任について 

 

 久喜宮代衛生組合公平委員会委員に次の者を選任することについて、議会の同意を求

める。 

 

住  所   埼玉県南埼玉郡宮代町************ 

氏  名   布目かよ子 

生年月日   昭和****年****月****日 

 

   令和３年１１月２４日提出 

 

             久喜宮代衛生組合管理者 梅 田 修 一 

 

提案理由 

 久喜宮代衛生組合の公平委員会委員に欠員が生じ、後任を選任することについて議会

の同意を得たいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、この案を提出する

ものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ用に一部を加工してあります。 

 

 

 

 

 

 


